
３ 管理運営組織等

（９）知的財産本部

① 設置の趣旨（目的）及び組織

ア 組織設置の趣旨（目的）

知的財産本部は，知的財産の創出，取得，管理及び活用等を行うことを目的として設置されている。

イ 組織の構成及び構成員等

知的財産本部は，本部長及び本部員をもって組織し，本部長は学長が指名した副学長，本部員は学長

が指名した者若干人で構成されている。

② 運営・活動の状況

ア 委員会等の開催状況

平成29年度においては，開催していない。

イ 審議された主な事項

なし。

ウ 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等

知的財産に関する知識を高めることにより本学における知的財産活動を活性化させるため，大学に送

付された「知財総合支援窓口（特許等取得活用支援事業）」紹介パンフレットをグループウェア等によ

り教職員に周知した。

また，その他知的財産に係る報告書等の情報を，ポータルサイト等により教職員に周知した。

③ 優れた点及び今後の検討課題等

知的財産に関する説明会等の情報を提供し，教職員の意識を高めるとともに，特許や著作権等の相談に

も対応する体制を整えている。

広く教員等の知的財産への関心をより高めるため，グループウェア等による広報を積極的に行い，意識

の啓発に努めた。


